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安中市防災行政無線施設条例等の一部を改正する条例 

 （安中市防災行政無線施設条例の一部改正） 

第１条 安中市防災行政無線施設条例（平成１８年安中市条例第２５号）の一部を次の

ように改正する。 

  別表中 

「 

親局 安中市安中一丁目２３番１３号 

                                」を 

「  

親局 安中市安中２丁目１３番７号 

                                」に改める。 

 （安中市福祉事務所設置条例の一部改正） 

第２条 安中市福祉事務所設置条例（平成１８年安中市条例第１０４号）の一部を次の

ように改正する。 

  別表中「安中市安中１丁目２３番１３号」を「安中市安中２丁目１３番７号」に改

める。 

（安中市保健センター条例の一部改正） 

第３条 安中市保健センター条例（平成１８年安中市条例第１２９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表中「安中市安中１丁目２３番１３号」を「安中市安中２丁目１３番７号」に改

める。 

   附 則 

 この条例は、安中市役所位置条例の一部を改正する条例（令和７年安中市条例第３２

号）の施行の日から施行する。 


